
福島県中小企業者等ＤＸ推進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、デジタル技術を活用することで中小企業等の経営課題の解決を図るととも 

に、生産年齢人口の減少する将来においても県内中小企業等の生産性の維持・向上を図 

ることを目的として、ＤＸを推進する中小企業者等に対し、福島県補助金等の交付等に 

関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。以下「規則」という。）及びこの要綱 

の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「中小企業者等」、「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）」、「専門家」、「ふくしま中小企業者等ＤＸ伴走支援事業」及び「ものづくり

技能継承支援事業」とは、次の各号に定めるところによる 

（１）「中小企業者等」とは次に掲げるものをいう。 

ア 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第

５１号）第２条で定められる小規模事業者 

イ 別表第１に掲げる中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第２条第１項に

定められる中小企業者 

ウ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条で定めら

れる中小企業団体（事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協

業組合、商工組合及び商工組合連合会） 

エ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条に定める商店街振興組合

及び商店街振興組合連合会 

オ生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法律第１６４

号）第３条に定める生活衛生同業組合及び同法第５３条に定める生活衛生同業組合

連合会 

（２）「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）」とはデジタル技術を活用した業務

効率化や生産性の向上、ビジネスモデルの変革など企業の経営課題の解決に資する取

組をいう。 

（３）「専門家」とは、中小企業者等の経営課題の解決に必要なデジタル技術等に関し知

見を有する者をいう。 

（４）「ふくしま中小企業者等ＤＸ伴走支援事業」とは、県内中小企業等を対象としたＤ

Ｘに向けた理解促進・普及啓発を図るとともに、企業の経営課題に応じたＤＸに知見

を有する専門家をマッチングして伴走支援を行うため、県が実施する事業をいう。 

（５）「ものづくり技能継承支援事業」とは、県内中小製造業者に対し、ＩＴを活用した

効果的な知識・技能の継承を支援し県内中小製造業の企業競争力強化を図るととも



に、県内ＩＴ産業の活性化を目指すため、県が実施する事業をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）県内に本社又は支店を有する中小企業者等であること。 

（２）「ふくしま中小企業者等ＤＸ伴走支援事業」又は「ものづくり技能継承支援事業」

において専門家による伴走支援を受けていること。 

（３）県税を滞納していないことが確認できる中小企業者等であること。 

（４）性風俗関連営業、接客を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業

を行う中小企業者等でないこと。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する者は補助対象としない。 

（１）福島県暴力団排除条例（平成 23 年福島県条例第 51 号。以下暴力団、暴力団員等そ

の他の用語については、同条例において使用する用語に同じ。）第 22 条及び第 23 条

の規定に違反した事実がある者 

（２）役員等（代表取締役及び一般役員であって経営に事実上参加している者をいう。以

下同じ。）が暴力団員等に該当する者 

（３）役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇

用している者 

（４）暴力団又は暴力団員等がその経営又はその運営に実質的に関与している者 

（５）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる者 

（６）役員等が暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、

又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与していると認められる者 

（７）（１）から（６）に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有していると認められる者 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の対象は、別表第２に掲げる経費とし、その補助金の額は別表第３による

ものとする。 

 

（交付の申請等） 

第５条 規則第４条第１項の申請書は、福島県中小企業者等ＤＸ推進補助金交付申請書

（様式第１号）によるものとし、添付書類とあわせ知事が別に定める日までに提出する

ものとする。 

２ 交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 



（１）事業計画書（様式第１号別紙） 

（２）暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書（様式第２号） 

（３）県税に未納がないことを証明する納税証明書（地方振興局県税部が発行するもの

で、申請日から６ヵ月以内に発行されたもの。複写可） 

３ 交付申請するにあたっては、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕

入れに係る消費税額として控除できる額と当該額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額（以

下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額しなければならない。ただし、補助金の

交付を申請する際に消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（交付の決定） 

第６条 知事は、前条第１項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その

内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、補助金交付決

定通知書により申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（補助事業の着手） 

第７条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた後に、補助事業に着手しなければな

らない。なお、交付決定日以前に事業の経費を支払った場合は本補助金の交付対象とな

らない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 前条第１項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下、「補助事業

者」という。）は、前条の交付決定の内容およびこれに付された条件に対して不服があ

り、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書の送付を受けた

日から１０日以内に、福島県中小企業者等ＤＸ推進補助金交付申請取下届出書（様式第

３号）を知事に提出しなければならない。 

 

（変更交付の申請等） 

第９条 補助事業者は、規則第６条第１項第１号及び第２号の規定に基づき知事の承認を

受けようとするときは、福島県中小企業者等ＤＸ推進補助金事業変更（中止・廃止）承

認申請書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。 

２ 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、補助対象事業費の２０

パーセント以内の減額で、補助金の額に変更が生じないものとする。 

（状況報告） 

第10条 知事は、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行の状況について報告を求



め、又は調査することができる。 

２ 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができない場合又は補助事業

の遂行が困難となった場合は、速やかに福島県中小企業者等ＤＸ推進補助金事業事故報

告書（様式第５号）を知事に提出しなければならない 

 

（事業完了） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに福島県中小企業者等ＤＸ推

進補助金事業完了報告書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第12条 規則第１３条の規定による実績報告は、福島県中小企業者等ＤＸ推進補助金事業

実績報告書（様式第７号）により、事業完了の日（事業廃止について知事の承認を受け

た場合においては、承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日又は補助金の交

付の決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに行うものとす

る。 

 

（補助金の額の確定） 

第13条 知事は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書を審査し、必要に応

じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の額の確定を行い、補助金の

額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付の請求） 

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定し、通知を受けた後に速やか

に福島県中小企業者等ＤＸ推進補助金交付請求書（様式第８号）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う報告等） 

第15条 補助事業者は、補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕

入控除税額が確定したときは、速やかに福島県中小企業者等ＤＸ推進補助金に係る消費

税等仕入控除税額の確定に伴う報告書（様式第９号）を知事に提出しなければならな

い。 

２ 知事は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、

期限を定めて、補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第16条 補助事業者は、この要綱に定める補助金の交付を受けたときは、補助金の収支状



況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度

の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５月４月１日から施行する。 

  

 附 則 

１ この要綱は、令和７年１１月２７日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱の規定に基づき令和６年度以前に交付を受けた補助金については、なお

従前の例による。 

３ 令和７年４月１日からこの要綱の施行の日までの間において、改正前の要綱の規定に

基づきなされた補助金の交付、交付の決定又は交付の申請は、それぞれ改正後の要綱の

規定に基づきなされた補助金の交付、交付の決定、又は交付の申請とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

中小企業者の定義 

業種 

（日本標準産業分類で定める業種） 

資本金の額又は

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

①「製造業」「建設業」「運輸業」 ３億円以下 ３００人以下 

②「卸売業」 １億円以下 １００人以下 

③「小売業」 ５千万円以下 ５０人以下 

④「その他の業種（①～③を除く）」 ５千万円以下 １００人以下 

１ 「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満た

すこと。 

２ 複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において「売上高」が大きい方を主

たる業種とする。 

３ 「公務」、「分類不能の産業」は除く。 

 

別表第２（第４条関係） 

補助事業に要する経費 

 ＤＸ推進に必要なデジタルツール、システム等の導入経費又は月額使用料 

 ＤＸ推進に必要なコンサルティング料、職員研修費用 

 上記のほか、ＤＸ推進に必要な経費として知事が認めたもの 

 

別表第３（第４条関係） 

補助率 補助上限額 

３分の２以内 ５００千円 

 

 


